
歩けるまちづくり構想の名称 竪町商店街地区歩けるまちづくり構想

歩けるまちづくり構想の対象となる区域 金沢市竪町の一部及び片町１丁目の一部

歩けるまちづくり構想の対象となる区域の

面積

約2.2ヘクタール

当該区域に

おける交通

環境の整備

に関する事

項

通過交通の抑制等による歩行

者の歩行と自動車等の通行と

の調和に関する事項 (自動車

等の通行の制限､ 歩道の整備

等)

本地区は､ 金沢市内の中心商業集積ゾーンに位置し､ 広域的集客力

があり､ 賑わいのある商店街を形成している｡

竪町通りは､ 休日はもちろん､ 平日についても歩行者が多く､ 自動

車交通も相当数あるため､ 良好な歩行環境の確保が難しい状況となっ

ている｡

このため､ 地区住民が安全かつ快適に歩けるまちづくり及び地区を

訪れる人々が安心して､ 楽しく､ 快適に買い物できるまちづくりを推

進するため､ 通過交通の抑制を行う｡

また､ 路上の駐車及び駐輪が歩行者の安全の妨げとならないよう､

一層の改善に努めるものとする｡

歩行環境の向上に関する事項

(バリアフリー､ 道路標識の

設置､ コミュニティ空間の確

地区内の道路等については､ バリアフリー化及びコミュニティ空間

の整備がなされているが､ 今後も､ 関係行政機関と連携・協力を図り

ながら､ より一層快適な歩行環境の確保及びその維持・向上を目指す

金沢市における歩けるまちづくりの推進に関する条例 (平成15年条例第１号) 第９条第１項の規定による歩けるま

ちづくりに関する協定 (以下 ｢協定｣ という｡) を締結したので､ 同条第３項の規定により､ 次のとおり公告します｡

平成17年10月７日

金沢市長 山 出 保

１ 協定を締結した相手方

竪町商店街振興組合

２ 協定を締結した年月日

平成17年10月７日

３ 協定番号

１

４ 協定の名称

竪町商店街地区歩けるまちづくり協定

５ 協定地区の区域

別図 (歩けるまちづくり協定区域図) のとおり

６ 歩けるまちづくり構想の内容
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●公 告

○金沢市における歩けるまちづくりの推進に関

する条例の規定による歩けるまちづくりに関

する協定の締結について (交通政策課) 1

公 告

(毎月３回 １日 11日 21日発行)
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(題字 山出金沢市長)



保等) ものとする｡

歩行者の快

適な歩行に

係る住民等

の自主的な

取組に関す

る事項

交通安全の啓発に関する事項

(自主的な交通安全活動の実

施､ 迷惑駐車の防止等)

住民や事業者は､ まちを歩く人々の安全確保及び自動車の安全運転

を心がけることにより､ 交通安全・交通マナーの向上を図り､ ｢安全

なまち､ 竪町｣ のイメージ確立を目指すものとする｡

また､ 事業者は､ 荷捌き車両が歩行者の通行に支障を与えないよう

配慮するものとする｡

まちなみと調和した道路空間

の形成に関する事項 (道路の

美化又は緑化､ 冬期の除雪等)

住民や事業者は､ 快適な歩行環境の維持に向けて､ 地区内の道路等

の美化・清掃活動に努めるものとする｡

なお､ 冬期間の道路除雪については､ 住民や事業者の相互協力のも

と､ 地域が主体となって取り組むものとする｡

その他歩けるまちづくりを推進するために

必要な事項

歩けるまちづくりを推進するため､ 学習会や研究会を開催し､ 地区

を訪れる人々が歩くことの楽しさを実感できる環境づくりに努め､ ま

ちの賑わい創出及び回遊性の向上を目指すものとする｡

また､ 地区を訪れる人々に対し､ マイカー利用を控え､ バス等の公

共交通機関を利用するよう働きかけるものとする｡
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